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第１章 マニュアルの使い方 

１ マニュアルの位置づけ 

 本マニュアルは、札幌市地域防災計画、札幌市災害医療救護活動計画（仮称）の下

に策定されるものです。 

２ マニュアルの目的 

（１）目的 

 本マニュアルは、札幌市内で被害が発生した災害時に派遣される医療救護班が、標

準化され、他のチームや行政機関と連携した活動が行えることを目的としています。 

 災害時の具体的な活動について記載しているほか、平時の備えについても記載して

います。 

 医療救護班は、活動の指針として本マニュアルを活用してください。 

 医療機関は、医療救護班から支援を受ける先となりえます。区保健センター及び消

防は、医療救護班と連携して活動することになります。医療救護班がどのように活動

するかを知り、連携した活動を想定し、準備を進めるために本マニュアルを活用して

ください。 

（２）対象とする活動 

 すべての医療救護班の活動を本マニュアルの対象とします。医療救護班には、札幌

市医師会救護班、ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チ

ーム）、日本赤十字社救護班といった、派遣されるすべての医療チームが含まれます。 

３ 対象とする災害 

 札幌市地域防災計画で対象とする災害（自然災害・原子力災害・事故災害）を本マ

ニュアルの対象とします。 

 しかし、災害の原因によって医療救護班が行う活動は一部異なるため、本マニュア

ルでは地震や洪水といった自然災害に対する活動を基本として記載しており、原子力

災害や事故災害では、これを応用して活動することとします。 
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第２章 札幌市における医療救護の体制 

１ 医療救護班はどのような全体像の中で活動するのか ～札幌市の医療救護体制～ 

（１）展開される医療救護体制 

 医療救護班がどのような全体像の中で活動することになるのか、札幌市における医

療救護の体制を医療救護班が知っておくことは重要です。 

 以下の「札幌市における災害時の患者フロー図」により、傷病者は医療機関へ収容

されます。ただしこのフロー図は基本的な考え方であって、実際には災害の規模や疾

病構造に応じ、フローの再設定が考慮されることになります。 
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図）札幌市における災害時の患者フロー図

（２）動員される医療救護班と動員基準 

 大規模に被災した場合、多くの医療救護班が支援に訪れることが想定されます。 派

遣が想定される医療救護班として、札幌市医師会救護班のほか、ＪＭＡＴ、ＤＭＡＴ、

日本赤十字社救護班、都道府県救護班、その他病院団体などの救護班があります。多

くの医療救護班は、道の調整を介して動員されます※。市では、道の救護班派遣等調整

本部と連携し、必要な医療救護班を確保します。 

 ※災害救助法上、災害のために医療の途を失ったものに対する医療は、現段階では道
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によって実施されることになっている。平成31年4月災害救助法一部改正の施行に伴い、

今後変化することがありえる。 

 医療救護班の派遣の基準は、それぞれの派遣元組織により異なります。 

 （参考：資料１ 日本ＤＭＡＴの派遣要請基準） 

２ 医療救護班はどのように総合調整されるのか ～災害医療コーディネート体制～ 

（１）総合調整が行われる本部 

 札幌市災害対策本部が設置された場合などには、札幌市保健所（ＷＥＳＴ１９）内

に札幌市医療対策本部が設置され、医療救護活動についての情報集約や総合調整が行

われます。医療救護班はこの医療対策本部の指揮下で活動します。 

（２）医療救護班の派遣先とコーディネート体制 

 「札幌市における災害時の救護班派遣体制図」を以下に示します。医療救護班の活

動対象を３つのフェーズ、５つの活動場所に類型化し、それぞれのフェーズにおいて

重点的に支援する活動場所を明示しています。 

 医療救護班の派遣先の指定といった派遣調整は、医療対策本部で行われます。ただ

し、ＤＭＡＴについては災害拠点病院などに設置されるＤＭＡＴ活動拠点本部におい

て派遣調整がなされるため、医療対策本部はＤＭＡＴ活動拠点本部と連携します。 

 医療対策本部における総合調整には地域災害医療コーディネーターが参画し、医学

的に専門性が高い事項について助言を与えることで、調整が行われていきます。 

〇札幌市医療対策本部の設置の基準 

医療対策本部は次のいずれかに該当する場合に設置 

・ 札幌市災害対策本部が設置された場合 

・ 札幌市保健所長が災害に係る医療の調整を必要と認めた場合 
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図）札幌市における災害時の医療救護班派遣体制図 

３ 札幌市医師会救護班の参集 

（１）参集の連絡 

 医療対策本部によって札幌市医師会の救護班が必要とされた場合、医療対策本部か

ら札幌市医師会への要請により、札幌市医師会緊急連絡システムを活用して出動要請

がなされます。 

（２）救護班メンバーの構成

 医師を含んだ人員でチームを構成します。 

 活動を行っている中で情報の統合や記録、資機材や安全管理といった調整業務が多

く発生するため、医師、看護師や薬剤師に加え、業務調整を行う人員の帯同が有効で

す。 

（３）参集時に持参するもの

ア 自己完結の原則 

 災害時の医療救護活動に必要な資機材などは、支援者による自己完結が原則とされ

ています。医薬品や医療資機材は、市の流通備蓄による補給もありますが、原則、医

薬品、医療資機材、食料、移動手段などは、自らで確保することになります。 
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イ 医薬品のリスト 

 持参する医薬品については、以下が参考になります。 

ウ 診療記録 

 診療記録に関する様式は、日本災害医学会などの関連団体により標準化された最新

版の『災害診療記録』を用いることを基本に、札幌市医療対策本部が指示します。 

（４）参集の方法と場所

自らの車両などによって参集します。 

参集場所は、札幌市医師会緊急連絡システムなどによって指定された場所です。 

『ＪＭＡＴ携行医薬品リスト』 日本医師会 

『災害時超急性期における必須医薬品リスト』 日本災害医学会 
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第３章 医療救護班の活動 

１ 現場応急救護所における活動（災害現場） 

（１）現場応急救護所の役割 

 ビルの倒壊などの災害現場においては、傷病者の救出・救助が行われた後、傷病者

集積場所を介して、現場応急救護所に傷病者が搬送されます。現場応急救護所は危険

区域外の安全を確保された場所に、消防機関によって設置されます。医療救護班は、

この現場応急救護所で傷病者のトリアージ・処置・搬送にかかわります。 

（２）医療救護班の活動 

ア 活動の目標 

 消防と連携し、災害現場から救出・救助された傷病者に対して救命処置を実施しま

す。また、病態の悪化なく医療機関に搬送できるように安定化処置を行います。 

イ 具体的活動 

① 指揮系統の確立と連携 

 活動場所に到着した際、医療救護班はまず消防により設置された現場指揮本部に出

向いてチームの登録を行います。この際、チームの構成人数や資機材などの情報を伝

達します。 

 また、派遣指示のあった本部に対して到着報告を行います。 

 災害現場においては、医療救護班は消防の指揮下に活動を行います。自身の安全を

確保する観点からこのことを守るのは重要なことです。しかし、医療に関する専門性

が高い事項（搬送先選定や適切な搬送手段）については、医療救護班から消防に対し

て助言することも有用です。 

② 安全管理 

 ２次災害の危険性が最も高い活動場所であり、レベルの高い個人防護具の装着が必

要です。 
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③ トリアージ 

 トリアージとは、多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急度や重症度

に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定することをいい

ます。 

 緊急に治療を必要としない軽症・中等症患者の治療の順番を一時的に遅らせること

により、限られた医療資源を効果的に使用することを試みるものです。また、多くの

患者が殺到したときに、その中から早期に治療しなければならない重症患者を発見し、

早期に適切な治療を受けさせることで、より多くの救命を得られることを目的として

います。 

 災害現場では１次トリアージが用いられることが多く、日本においては１次トリア

ージの手法として一般的にＳＴＡＲＴ法が用いられます。トリアージ実施中は治療や

応急処置は行わず、カテゴリー決定に専念します。 

④ 初期治療と安定化 

 トリアージ、病態把握の後の処置は、救急隊、救急救命士が行えることに限りがあ

るので、医療救護班により処置を行うことが有効です。 

〇 必要な個人防護具 

・ ヘルメット 

・ 長袖長ズボンのユニフォーム 

・ 安全靴 

・ サージカルマスク 

（必要に応じて） 

 ・ ヘッドランプ 

 ・ 革手袋 

 ・ ゴーグル 

 ・ 膝あて、肘あて 

〇救急救命士が実施可能な救急救命処置（主なもの） 

・ ショック、クラッシュ症候群傷病者への静脈路確保と輸液 

・ 心肺停止傷病者への静脈路確保、アドレナリン投与 

・ 心肺停止傷病者への器具気道確保 

   （声門上デバイス、気管挿管） 

・ 低血糖傷病者への血糖測定とブドウ糖投与 
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 しかし、医療機関で行うことと同等の根本治療を救護所で行おうとすることは適切

ではありません。制限された医療資機材による診療であること、感染管理の問題など

から、救護所での処置（治療）はＡ（airway）、Ｂ（breathing）、Ｃ（circulation）

の確保、安定化にとどめ、病態の悪化なく医療機関に搬送できることを優先します。

例えば、緊張性気胸に対する胸腔ドレーンの留置、輸液は救護所で行うべき安定化処

置ですが、腹腔内出血に対する開腹止血術は救護所では行いません。 

⑤ 搬送 

 治療の優先順位決定と同様に、搬送の優先順位決定付けを行います。 

 搬送手段と搬送先医療機関は消防で確保されることが基本となります。医療機関ま

での搬送距離、搬送手段の能力（定員、スピード、設備）、医療設備（同乗者含む）に

よって選定する搬送手段、搬送先選定が異なります。医学的な専門性から消防に助言

を行いつつ、協働することが有効です。 

（３）各部隊との連携 

 災害現場における救出・救助、現場応急救護所の設定や医療救護班の指揮といった

全体的なコーディネートは、札幌市消防局が設置した現場指揮本部によって行われま

す。安全管理を含め、現場では消防と綿密な連携を図ることが重要です。 

（４）現場応急救護所で注意すること 

 現場応急救護所は危険区域に近いこと、屋外に設置される（ことが多い）ことから、

２次災害の危険性を常に意識し、安全確保を何よりも優先して活動することが重要で

す。 

２ 応急救護所における活動（応急救護センター、避難所） 

（１）応急救護所の役割 

ア 役割 

 区災害対策本部が設置された場合などには、区保健センター内に区単位の医療対策

を実施する応急救護センターが設置され、さらにその一部として応急救護所が設置さ

れます。また、避難所においても、医療が必要な避難者が多く発生した場合などには、

応急救護所が設置されます。 

 応急救護所では傷病者のトリアージや処置等が行われ、その後、重症者を災害時基

幹病院等の医療機関に搬送します。 
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イ 医療資源及び関係者との連携 

 応急救護センターと避難所いずれも、資機材などの準備には期待できません。持参

した医薬品や資機材で診療を行うこととなります。 

 応急救護センター応急救護所においては、保健師など区職員がカウンターパートと

なります。避難所においても一般的に保健師の介入が行われますが、急性期には介入

が始められていないことも考えられます。保健師によって避難者のスクリーニングや

健康管理が実施されている場合には、患者の発生情報を伝えてもらうよう連携を図り

ます。 

（２）医療救護班の活動 

ア 活動目標 

 応急救護センター応急救護所では、区職員と連携し、多数発生している傷病者に対

して救命処置を実施します。また、病態の悪化なく医療機関に搬送できるように安定

化処置を行います。 

 避難所応急救護所では、避難所の管理者や活動する保健師と連携し、受診する避難

者の診療を行います。 

イ 具体的な活動 

① 指揮系統の確立と連携 

 活動場所に到着した際、医療救護班はまず応急救護センターの職員や避難所の施設

管理者、救護を担当する職員とコンタクトをとります。この際、チームの構成人数や

資機材などの情報を伝達します。 

② 安全管理 

 多数の傷病者に対応することが想定されるので、針刺し事故等に対する安全管理に

注意が必要です。 

③ 情報の整理と記録 

 診療した患者のカルテには最新版の『災害診療記録』を用います。診療録の保管に

ついて、特に避難所応急救護所においては、救護所または派遣元の本部での管理が望

まれます。 

活動日報の作成には、Ｊ－ＳＰＥＥＤの活用が望まれます。本部では、医療救護班

による診療情報を基に傷病の発生状況が解析され、その後の活動方針が策定されてい

きます。 
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④ トリアージ 

 応急救護所に多数の傷病者が殺到している場合には、第３章１（２）で述べたもの

と同様のトリアージを実施し、治療の優先順位付けすることが必要になります。 

⑤ 診療 

 多数の傷病者が殺到している応急救護所では、トリアージ、病態把握の後に行う処

置を、第３章１（２）と同様の安定化にとどめる必要があります。医療機関で行うこ

とと同等の根本治療を救護所で行おうとすることは適切でなく、Ａ（airway）、Ｂ

（breathing）、Ｃ（circulation）の確保、安定化にとどめ、病態の悪化なく医療機関

に搬送できることを優先します。 

 一方で、比較的落ち着いている避難所応急救護所では、慢性疾患の管理の継続とい

った避難者の求めに応じた診療を行います。 

⑥ 搬送（後方医療機関、搬送先の選定、搬送方法）  

 搬送手段と搬送先医療機関について、応急救護センターの職員または避難所を管理

する職員と連携しつつ、医療救護班により確保することが想定されます。第２章１（１）

で示した「札幌市における災害時の患者フロー図」を参考に選定します。 

 応急救護所からの重症者の搬送には消防救急車を用いることが適切ですが、必要に

応じて民間救急車や医療救護班の車両などの利用も検討する必要があります。 

３ 避難所における巡回診療 

（１）避難所の役割 

ア 避難所とは 

 災害により家屋を失った避難者を収容するため、市町村により設置されます。 

 札幌市では、避難場所として「一時避難場所」、「収容避難場所」、「広域避難場所」

を指定しています。収容避難場所は、冬の災害や長時間避難生活が必要な場合に身体

や生命を守る場所として指定されているもので、基幹避難所（学校など）と地域避難

所（民間施設など）があります。 

『災害診療記録』 災害時の診療録のあり方に関する合同委員会 

・・・資料２、Ｐ33～44 
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イ 医療資源及び関係者との連携 

 避難所では、保健師等によって避難者の健康管理が行われます。保健師等と連携を

図り、診察が必要な避難者の情報を得ることが有用です。ただし、急性期には保健師

等による介入が始められていないことも考えられます。 

 過密や衛生環境の悪化など疾病予防に関する避難所の状況を把握するにあたり、「健

康相談票」「避難所情報日報」「避難所避難者の状況日報」等の様式で記録を行います。

この情報によって、公衆衛生的な立場から避難者の生活を把握することも必要です。 

（参考：資料３ 大規模災害における保健師の活動マニュアル 様式１、様式２、様

式３（平成25年、日本公衆衛生協会・全国保健師長会）） 

（２）医療救護班の活動 

ア 活動目標 

 避難所で生活する避難住民に対し、災害により新たに発生した外傷などに対する診

療と、平時の医療の継続を求めた診療を行います。さらに、劣悪な環境下なので、避

難者の疾病予防にも目を配ります。 

イ 具体的な活動 

① 指揮系統と連携 

 活動場所に到着した際、医療救護班はまず避難所の施設管理者、救護を担当する職

員とコンタクトをとります。この際、チームの構成人数や資機材などの情報を伝達し

ます。 

② 安全管理 

 生活する場なので危険度は高くありませんが、余震などによる２次災害に注意した

活動が必要です。 

③ 診療と搬送 

 災害により新たに発生した外傷などに対する診療の他、慢性疾患の管理の継続とい

った避難者の求めに応じた診療を行います。 

④ 情報の整理と記録 

 診療した患者のカルテには、最新版の『災害診療記録』を用います。診療録の保管

については派遣元の本部での管理が望まれます。 

活動日報の作成には、Ｊ－ＳＰＥＥＤの活用が望まれます。本部では、医療救護班

による診療情報を基に傷病の発生状況が解析され、その後の活動方針が策定されてい
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きます。 

（３）避難所巡回診療で注意すること 

 医療救護班による避難所巡回診療は、地域の医療が破綻したために行われるもので

す。医療機関の診療再開がすすんだ場合には、もともとの医療体制に戻していくよう

配慮が必要です。 

４ 医療機関における診療支援 

（１）各医療機関の役割 

ア 災害拠点病院とは 

 国の基準で道により指定された、災害時でも診療機能を維持できるよう施設や設備

が強化され、傷病者の受入れおよび搬出体制を備えた病院のことです。ＤＭＡＴと密

接に連携し、地域への支援機能も有しています。 

 札幌市内では、以下の５つの病院が指定されています。 

イ 災害時基幹病院とは 

 市により指定された、災害時に搬送されてくる傷病者に対し、可能な限り受け入れを

行い、必要な医療を提供できる病院です。 

 以下の１６の病院が指定されています。 

『災害診療記録』 災害時の診療録のあり方に関する合同委員会 

・・・資料２、Ｐ33～44 

〇札幌市内の災害拠点病院 

・ 札幌医科大学附属病院（中央区） ※基幹災害拠点病院 

・ 市立札幌病院（中央区） 

・ 北海道大学病院（北区） 

・ 国立病院機構北海道医療センター（西区） 

・ 手稲渓仁会病院（手稲区） 
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（２）医療救護班の活動 

ア 活動目標 

 「札幌市における災害時の患者フロー図」で示したように、二次救急医療機関・救

急告示医療機関には多くの中等症傷病者が、札幌市災害時基幹病院及び災害拠点病院

には重症の傷病者が搬送されることが想定されます。一方で、これらの医療機関でも

建物の損壊やライフラインの制限、医療従事者の不足が起こり得ます。このようなこ

とから、医療救護班は診療が困難となった医療機関に対して診療支援を行うことで医

療を継続させます。 

イ 具体的な活動 

① 指揮系統の確立と連携 

 支援先の医療機関に到着したら、医療救護班はまず病院の災害対策本部に出向き、

責任者とコンタクトをとります。支援ニーズを聴取し、医療救護班が行う活動を決定

します。チームの構成人数や資機材などの情報を伝達します。 

 医療救護班は支援先の病院の指示に従い、活動します。 

〇札幌市災害時基幹病院 

・ 札幌医科大学附属病院（中央区） 

・ 市立札幌病院（中央区） 

・ ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院（中央区） 

・ ＮＴＴ東日本札幌病院（中央区） 

・ 北海道大学病院（北区） 

・ 勤医協中央病院（東区） 

・ 札幌東徳洲会病院（東区） 

・ 国立病院機構北海道がんセンター（白石区） 

・ 地域医療機能推進機構札幌北辰病院（厚別区） 

・ 札幌徳洲会病院（厚別区） 

・ 地域医療機能推進機構北海道病院（豊平区） 

・ ＫＫＲ札幌医療センター（豊平区） 

・ 自衛隊札幌病院（南区） 

・ 国立病院機構北海道医療センター（西区） 

・ 北海道大野記念病院（西区） 

・ 手稲渓仁会病院（手稲区） 
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② 期待される役割 

 診療支援が必要な医療機関において、医療救護班は以下のような役割を求められる

ことが想定されます。 

・ トリアージ 

・ 外来診療 

・ 病棟支援 

・ 転院搬送支援 

・ 病院避難の調整、搬送班 

③ 情報の収集と発信 

 支援先の医療機関がＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）に入力できていな

かった場合、医療救護班はＥＭＩＳに被害情報などの入力を支援します。入力の方法

として、医療救護班が代行入力するか、医療対策本部に情報を伝達することによって

ＥＭＩＳへの情報入力を試みます。 

（３）医療機関における診療支援活動で注意すること 

 医療機関への診療支援では、支援者が期待するような活動が付与されないことがあ

ることを理解しておくことが必要です。支援者は救命医療などで活躍することを求め

がちですが、実際に必要なニーズは入院患者のベッド移動のみのこともあります。被

災した医療機関の医療従事者を支援することも患者の命を守ることにつながります。 

第４章 医療救護班の平時の備え 

１ 出動体制の確立 

 迅速で円滑な出動のためには、平時から持ち出しする医療資機材や医薬品、移動手

段を検討しておくことが望まれます。また、出動のシミュレーションを行っておくこ

○広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは 

医療機関の稼働状況など災害医療にかかわる情報の共有・集約・提供するため

のシステムのこと。 

道内では主に有床診療所・病院に対しＩＤやパスワードが付与されており、災

害時にはインターネット上の web サイトに被害情報や診療状況を入力します。

札幌市医療対策本部はこの情報を確認し、医療救護班といった支援を提供しま

す。 
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とも有効です。 

２ 技能の継続的な維持（研修と訓練） 

 災害対応に２つと同じものはなく、医療救護班の実活動時には多くの困難な対応を

余儀なくされます。さらに災害対応の技能をon the jobで獲得することは困難で、平

時から継続的に技能を獲得しておき、維持することが必要です。 

 札幌地域でも災害医療に関連した研修が行われていますので、これに積極的に参加

することが望まれます。 

〇医療救護活動に関連した研修会 

・札幌市医師会災害時医療救護活動トリアージ等実施訓練 

・北海道医師会ＪＭＡＴ研修会 

・日本災害医学会ＢＨＥＬＰ研修（地域保健・福祉の災害対応標準化トレーニ

ングコース） 

・日本災害医学会ＭＣＬＳ研修（多数傷病者への対応標準化トレーニングコー

ス） 



 資料１ 

日本 DMAT の派遣要請基準 

（日本 DMAT 活動要領） 

被災地域の都道府県は、以下の基準に基づき、管下の統括ＤＭＡＴ登録者等の意見を聴い

て、必要に応じて速やかにＤＭＡＴの派遣要請を行う。 

① 震度６弱の地震又は死者数が２人以上 50 人未満若しくは傷病者数が 20 名以上見込ま

れる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

② 震度６強の地震又は死者数が 50 人以上 100 人未満見込まれる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関並びに被災地域の都道府県に隣接する都道府県 及び被災地

域の都道府県が属する地方ブロックに属する都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

③ 震度７の地震又は死者数が 100 人以上見込まれる災害の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関並びに被災地域の都道府県に隣接する都道府県、 被災地域

の都道府県が属する地方ブロックに属する都道府県及び被災地域の都道府県が属する地方

ブロックに隣接する地方ブロックに属する都道府県に対して ＤＭＡＴの派遣を要請 

④ 南海トラフ地震（東海地震、東南海・南海地震を含む）又は首都直下型地震の場合 

 管内のＤＭＡＴ指定医療機関及び全国の都道府県に対してＤＭＡＴの派を要請 



資料２
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医療救護班　関係機関連絡先 資料４

■札幌市

名称 所在地 担当窓口 電話番号 FAX番号 防災行政無線番号

札幌市災害対策本部 中央区北１条西２丁目　札幌市役所
札幌市危機管理対策室危機管理対策部
危機管理対策課

011-211-3062 011-218-5115 052、053、054

札幌市医療対策本部 中央区大通西19丁目　WEST19
札幌市保健福祉局保健所
医療政策課

011-622-5162 011-622-5168 112

中央区応急救護センター 中央区南３条西11丁目　中央区役所分庁舎
札幌市中央区保健福祉部
健康・子ども課

011-511-7222 011-511-8499 147

北区応急救護センター 北区北25条西６丁目１－１　北保健センター
札幌市北区保健福祉部
健康・子ども課

011-757-1185 011-757-1187 149

東区応急救護センター 東区北10条東７丁目　東保健センター
札幌市東区保健福祉部
健康・子ども課

011-711-3211 011-711-3217 151

白石区応急救護センター 白石区南郷通１丁目南８－１　白石区複合庁舎
札幌市白石区保健福祉部
健康・子ども課

011-862-1881 011-864-2050 153

厚別区応急救護センター 厚別区厚別中央１条５丁目３－２　厚別保健センター
札幌市厚別区保健福祉部
健康・子ども課

011-895-1881 011-895-5922 270

豊平区応急救護センター 豊平区平岸６条10丁目１－１　豊平保健センター
札幌市豊平区保健福祉部
健康・子ども課

011-822-2469 011-822-4111 276

清田区応急救護センター 清田区平岡１条１丁目２－１　清田区総合庁舎
札幌市清田区保健福祉部
健康・子ども課

011-889-2047 011-889-2405 282

南区応急救護センター 南区真駒内幸町１丁目３－２　南保健センター
札幌市南区保健福祉部
健康・子ども課

011-581-5211 011-582-4564 159

西区応急救護センター 西区琴似２条７丁目１－20　西保健センター
札幌市西区保健福祉部
健康・子ども課

011-621-4241 011-641-0392 161

手稲区応急救護センター 手稲区前田１条11丁目１－10　手稲区庁舎
札幌市手稲区保健福祉部
健康・子ども課

011-681-2478 011-681-4937 163

■札幌市災害時基幹病院

名称 所在地 電話番号 FAX番号 防災行政無線番号

札幌医科大学附属病院 中央区南1条西16丁目291番地 011-611-2111 011-621-8059 556

市立札幌病院 中央区北11条西13丁目1-1 011-726-2211 011-726-7912 056

JA北海道厚生連
札幌厚生病院

中央区北3条東8丁目5番地 011-261-5331 011-271-5320 557

NTT東日本札幌病院 中央区南1条西15丁目 011-623-7000 011-623-8000 558

北海道大学病院 北区北14条西5丁目 011-716-1161 011-706-7627 559



勤医協中央病院 東区東苗穂5条1丁目9-1 011-782-9111 011-781-0680 560

札幌東徳洲会病院 東区北33条東14丁目3番1号 011-722-1110 011-723-5631 561

北海道がんセンター 白石区菊水4条2丁目3番54号 011-811-9111 011-832-0652 562

JCHO札幌北辰病院 厚別区厚別中央2条6丁目2-1 011-893-3000 011-893-4001 563

札幌徳洲会病院 厚別区大谷地東1丁目1-1 011-890-1110 011-896-2202 956

JCHO北海道病院 豊平区中の島1条8丁目3番18号 011-831-5151 011-821-3851 564

KKR札幌医療センター 豊平区平岸1条6丁目3-40 011-822-1811 011-841-4572 957

自衛隊札幌病院 南区真駒内17 011-581-3101 011-581-3121 955

北海道医療センター 西区山の手5条7丁目1番1号 011-611-8111 011-611-5820 567

北海道大野記念病院 西区宮の沢2条1丁目16番1号 011-665-0020 011-665-0242 958

手稲渓仁会病院 手稲区前田1条12丁目1-40 011-681-8111 011-685-2998 568


